
勤務先の認定こども園では
15時間以下の自由時間型の研修を
選択・受講されていますか？

処遇改善等加算区分３（旧加算Ⅱ）において
ご自身がこの証明書を活用できるかどうか迷われている方

START

現在勤務されてい
る保育施設は認定
こども園ですか？

勤務先の認定こども園が所在する
都道府県は全私保連あおむし通信
に掲載の認定一覧で「認定」に日

付が入っていますか？

NO

YES

本証明書は使用

できません

本証明書を使用できます。
申請方法等は園長(施設長)や自治体窓口へ

お尋ねください。

保育カウンセラー養成講座や園内研修コーディネーター育成講座など
保育士等キャリアアップ研修の指定を受けている講座であれば
加算対象になる可能性があります。ぜひご受講をご検討ください！

YES


